
【様式】

公 社 等 の 名 称 ：

随意契約の根拠
（地方自治法施行令

適用条項）
随意契約とした理由

1
みやざき元気！”地産
地消”推進県民会議事
務局業務委託

「広い意味での地産
地消」を推進する
「みやざき元気！
“地産地消”推進県
民会議」の事務局業
務の一部に関する委
託

3,723,400
第167条の2第1項
第2号

　本業務は、官民一体となって地産地消等に
係る県民運動の普及啓発を進めることを目的
としており、県内企業・団体との連携、民間
のノウハウを活用した企画や情報発信等が求
められる。
　一般社団法人宮崎県商工会議所連合会は、
県内のあらゆる業種・業態の商工業者で構成
される総合経済団体であり、県内中小企業向
けの施策や各産業間の連携に取り組んでい
る。また、県内の各経済団体が参加した「産
業間の連携・協力に関する包括協定」の事務
局を担っており、県内企業に加え、農林水産
業を含む経済団体との連携・情報発信等を円
滑に進めることができる県内唯一の団体であ
ることから、当法人と随意契約を締結したも
のである。
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（単位：円）

一般社団法人　宮崎県商工会議所連合会

令和４年度　県と公社等との随意契約の締結状況
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